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今 月 の 主 な 行 事 

 内 容 等 会 場 等 

5 日（土） 青年部 刈羽村クリーン作戦へ参加 国道１１６号沿線 

7 日（月） 中越ブロック商工会長会議 長岡市 ﾆｭｰｵｰﾀﾆ長岡 

９日（水） 食品衛生協会検便 刈羽村産業会館 

9 日（水） ふるさと祭り出店者会議 刈羽村産業会館 

15 日（火） 理事会 刈羽村産業会館 

17 日（木） 女性部役員会 刈羽村産業会館 

１８日（金） 献血 ～ご協力お願いします。～ ラピカ 

２２日（火） 東羽会全体会議 柏崎市産業文化会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年６月号 

お 知 ら せ 版 
刈羽村商工会 

≪第６１回 刈羽村商工会通常総会の実施報告≫ 
去る５月１７日（月）に第６１回刈羽村商工会通常総会を開催しました。当日は、あいにくの

雨模様の中、１０６名（内、委任状６５名）のご出席をいただきました。丸山会長の挨拶の後、

戸田明宏氏（㈱スワロー、㈲若和工業 代表取締役）を議長として選出し、議案審議となりまし

た。慎重審議の結果、上程された議案は全て可決承認され、第 15 号議案で任期満了に伴う役員

選任があり、以下の皆様が新役員として選任されました。 

新役員一覧 
                       （任期：令和 3年 5月 20日～令和 6年 5月 19日） 

役 職 名 新役員氏名 事業所名 

会  長 丸山 將孝 （再任） ㈲丸山左工 

副 会 長 加藤 利幸 （再任） 加藤酒店 

〃 太田十志行 （再任） ㈱刈羽電工 

理  事 小林  実 （再任） ㈲刈羽小林組 

〃 小林 紀昭 （再任） ㈲創風苑 

〃 田中 賢治 （再任） ㈱つくしカッター 

〃 元井  豊 （再任） ㈲共栄 

〃 鬼山 英樹 （再任） 刈羽上野住建㈱ 

〃 荒木 宣幸 （再任） 荒木屋 

〃 太田 順也 （再任） ㈱米福 

〃 加納 正幸 （再任） かのう清掃㈱ 

〃 渡邉 直人 （就任） ㈲渡邉工務店 

〃 佐ノ木 純 （就任） 青年部長／㈲丸山左工 

〃 小林 みさ子（就任） 女性部長／㈲創風苑 

監  事 水品 照幸 （再任） ㈲水品商会 

〃 酒井 久雄 （再任） ㈱さかい塗装店 

 
  
 

ＴＥＬ：０２５７－４５－２３８６ 
ＦＡＸ：０２５７－４５－２９８５ 
Ｅmail：kariwaci@kisnet.or.jp 
公式ホームページ 
https://www.kariwa-ci.or.jp/ 
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≪労働保険料等の申告・納付についてお知らせ≫ 

商工会の労働保険事務組合に事務委託されている事業所については、お手続きしいただいた書

類に基づき保険料を計算し、保険料納入通知書を郵送させていただきます。下記の納付期限まで

に納付頂きますようお願い致します。 

労働保険料の納付期限：６月２８日（月）までに納付願います。 

※口座振替を選択されている事業所は、６月２8日（月）に指定口座より振替となります。 

＜個別に申告・納付をされている事業所は、是非、商工会に事務委託ください。＞ 

なお、個別事業所で申告・納付される場合は、以下の通りになっています。 

労働保険料等の申告・納付の期間：６月 1日（火）～７月１2日（月） 

提出先：労働局・労働基準監督署・金融機関・郵便局 

≪令和 3 年度商工会費半額減免のお知らせと算定基礎調査のお願い≫ 

通常総会で承認いただきましたとおり、商工会では新型コロナウィルス感染症対策として、令和３年度

の会費を半額減免いたします。つきましては、会費額算定のために調査票を６月中に発送いたしますの

で、期日までに商工会にご提出いただきますようご協力をお願いします。 

【参考】会費の納付は８月を予定していますので、ご理解ください。 

     ※算定基礎調査の結果に基づき半額減免し、お知らせいたします。 

≪刈羽村商工会女性部が部員増強運動で表彰されました≫ 

日頃より刈羽村商工会女性部の活動にご理解ご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

去る５月１０日に開催されました、令和３年度県女性連通常総会において、当女性部が「令和２年度

女性部部員増強運動」に係る優良商工会女性部として特別表彰を賜りました。このコロナ禍においても

部員一同が一丸となり資質向上、組織活性化に務めた結果と思っております。この名誉にふさわしい団

体となるよう、さらに積極的に活動に取り組んで参ります。今後とも女性部をどうぞよろしくお願い申し上

げます。 

女性部 元井 朝子（女性部元部長） 
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≪ 令和 3 年度 マメだね健康ポイント事業参加募集のご案内 ≫ 
昨年に引き続き、刈羽村では村内事業所で働く皆様の人間ドックや健康診査の受診率向上を図

り、事業所の健康管理増進に活かしていただくため、標記事業を実施しています。詳細は下記の

通りとなっておりますので、ご活用ください。 

 ①実施期間  令和３年度５月１日（土）～令和４年３月１０日（木） 

②参加のﾒﾘｯﾄ 参加者の健康ポイントが貯まるにつれて職場の健康増進が図られます。また、
健康グッズや記念品がもらえ、地域貢献につながります。さらに、参加者全員
のポイントが一定以上になると、広報かりわや村ホームページで消化します。 

③参加要件  ・刈羽村に所在する従業員数 50 人未満の事業所 

・参加者は雇用形態を問いませんが、参加期間中、事業所に所属していること 

・参加者全員が今年度中に健康診断（人間ドッグ可）を受診すること 

④お申込み  ・申込用紙に必要事項を記入し村福祉保健課にご提出ください。 

（チラシ、申込書は商工会にございます） 

【申込・お問合せ】刈羽村福祉保健課  電話 0257-45-3916  FAX 0257-45-2818 
 

≪創業相談会のお知らせ！≫ 
新潟県商工会連合会では、創業を予定している方や創業して間もない方を対象に、創業計画

や開業資金などの創業に関する様々な問題についてのご相談に対応すべく「創業相談会」を
毎月開催しております。  

◆新潟県商工会館（新潟県庁近く）：４日（金）、１１日（金）、１８日（金）、２５日（金） 
◆長岡支所（長岡インター近く） ：２日（水）、９日（水）、１６日（水）、３０日（水） 
◆時間： 各相談日とも午前１０時から正午までのうち、お１人様１時間程度。 
 申込： 事前にお電話で各会場にご予約ください。 
◆新潟県商工会連合会 広域指導センター ☎025-283-1311（新潟市中央区新光町 7-2） 

〃   長岡支所 ☎0258-21-0688 （長岡市新産 2-1-4 長岡新産管理センタービル） 

≪ 労働保険の年度更新時期です。 ≫ 

商工会では、労働保険事務組合を組織し中小企業の会員の方の労働保険料収納業務と雇用保

険の得失関連の業務を受託しております。個人の確定申告を終えたところで、労働保険料の年度

更新に備えてご準備いただきますようお願いします。おって委託事業所へ書類を郵送いたします。 
 

● 保険料の算定期間  平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

 ※算定期間は、暦年でなく年度で計算します。 

● 準備いただく書類   算定期間に支払った従業員等（パート・アルバイト含む）の賃金台帳 

 建設業（労災）は算定期間内に完了した元請工事の 

請負額（税抜）・工事名・工期等 

◇ 労災保険料率及び雇用保険料率の変更はありません。 

◇ 労務費率も変更ありません。 

≪～ 今と老後に確かなメリット～国民年金基金にご加入ください≫ 
国民年金に加入している自営業等の方々と、厚生年金に加入している会社員の方々とでは、将来

受け取る年金額に大きな差が出てきます。この年金額の差を解消するために国民年金にゆとりをプ

ラスする公的な年金制度が「国民年金基金」です。詳細は、同封のチラシをご覧ください。 

※国民年金にご加入の第 1号被保険者の皆様がご加入できる制度です。 
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≪消費税 適格請求書等保存方式(インボイス)の導入について≫ 
令和５年１０月から消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式（インボイ

ス制度）」が導入されます。先立って、令和３年１０月には適格請求書発行事業者の登録申請

の受付が開始されます。国税庁では下記の通り専門相談窓口を設けておりますので、ご活用く

ださい。なお、商工会でも小規模事業者の皆様のご相談をお受けしております。 
 

≪献血にご協力お願いします！≫ 

商工会の青年部・女性部では、社会福祉の増進に資する事業の一環として、年間を通じて献血

運動を実施しております。部員の方に限らず会員の方･従業員の皆さまからもご協力をお願いしま

す。 

〔会 場〕 刈羽村生涯学習センター ラピカ 献血バスが来ます。 

〔日 時〕 ６月１８日（金）９：３０～１１：４５ １３：００～１５：３０ 


